
テレワークの
労務管理上のポイントと

具体的な事例
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テレワークとは︖

The Adecco Group © August, 2016

会社の事業場外ではたらくtelework

情報通信技術(ICT)を活用した、場
所や時間にとらわれない柔軟な働き方

✔

t e l e 遠方の wo r k はたらく

在宅勤務✔

モバイルワーク✔
サテライトオフィス勤務✔

【テレワークの形態】
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テレワーク時にも労働関係法令の遵守が必要です

The Adecco Group © August, 2016

労働関係法令 テレワークにおいて留意が必要な遵守事項

労働基準法

労働時間制 通常の労働時間制、フレックス、裁量労働、事業場外みなし、変形労働時間制

労働時間管理 残業時間管理、労働時間申告、健康管理基準の遵守

休憩・休日・休暇 ⼀⻫休憩付与、年次有給休暇付与、振替休⽇・代休

労働条件明示 労働条件通知書への就業場所の明示

就業規則
絶対的必要記載事項、相対的必要事項の記載、不利益変更、労基署への提出、

周知

労働安全衛生法

ヘルスケア 健康診断、安全衛生教育、「心の健康作り計画と」衛生委員会での審議

作業環境・VDT 情報機器作業における労働衛⽣管理のためのガイドライン

労働者災害補償保険法
業務災害 業務起因性と業務関連性の認定基準

通勤災害 通勤とみなされる範囲

最低賃⾦法 最低賃⾦の適⽤ 最低賃⾦の遵守
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テレワーク時の労務管理上のポイント

導入前
新たな課題の把握

２．作業環境管理

３．テレワーク中の事故

４．手当や費用の負担

テレワーク時代の

新しい労務管理体制

５．就業規則・契約の修正

１．労働時間の把握

６．最低賃⾦の適⽤

在宅・モバイル・サテライト

定型事務や会議
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１.労働時間の把握（①テレワークと労働時間制度）
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✔どんな労働時間制であってもテレワークは可能

通常の労働時間制

フレックスタイム制

みなし労働時間制

変形労働時間制
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１.労働時間の把握（②事業場外みなし労働時間制）

【要件】使⽤者の具体的な指揮命令が及ばず、
労働時間を算定することが困難なとき

① 情報通信機器が使用者の指示により、常時通信可能な
状態におくとされていないこと
使⽤者の指⽰に即応する義務がない状態労働者が⾃由に情報通信から離れることや切断することが認められている場合や

労働者の即応の義務が課されていないことが明らかな場合

② 随時、使⽤者の具体的な指⽰に基づいて業務を⾏って
いないこと

※事業場外みなし労働時間制が適⽤されても、使⽤者に健康管理時間把握の義務は残る



・使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。

・タイムカード、ＩＣカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確

認し、適正に記録すること。

・⾃⼰申告制をとる場合には、従業員に事前に説明を⾏うとともに、使⽤者は定期的に実

態を調査することが必要

7777

１.労働時間の把握（③適切な労働時間の把握）

The Adecco Group © August, 2016

①使⽤者は、労働時間を適正に管理するため、従業員の労働日ごとの始業・終業時刻
を確認し、これを記録しなければなりません。（労働時間の適正な把握のために使用者
が講ずべき措置に関するガイドライン 平成29.1.20策定）
②時間外労働の対象外である管理監督者や裁量労働で働く従業員がテレワークを⾏う
場合でも、健康管理時間の把握が必要です。（労働安全衛⽣法第66条の８の３）

具体的な管理方法は・・・具体的な管理方法は・・・具体的な管理方法は・・・具体的な管理方法は・・・

※特に残業に関する申請・承認・報告体制の整備を⾏い、労働時間とそうでない時間の区別を明確に

することが必要です。（深夜残業の禁止、メール送信の禁止など）
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2.作業環境管理

「在宅勤務」については、働く場所

が従業員の⾃宅ではありますが、

安全配慮義務の観点や、労災事
故の防止のためにも積極的に取
り組むことが必要です。

「情報機器作業における労働衛
⽣管理のためのガイドライン（令
和元年基発0712第3号）」に
留意しつつ、労働者が⽀障なく作

業を⾏うことができるよう、在宅勤

務に適した作業環境管理のための

助⾔等を⾏うことが望まれます。

出典︓厚⽣労働省「情報機器作業における労働衛⽣管理のためのガイドライン」

就業環境
に関するセ
ルフチェック
シートを作
成し、労使
で共有する
ルールを定
めることも
有効︕
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3.テレワーク中の事故テレワーク中の事故テレワーク中の事故テレワーク中の事故（①業務災害）

労災申請の手続きの際に重要なのは「事実の認定」です。したがって、在宅勤務の際には仕事
の時間と私的な時間を明確に区別し、作業場所を特定することが望ましく、また業務の進捗
状況を上司に報告するなどの対策も必要です。

＜業務災害が認められたケース＞
⾃宅で所定労働時間にパソコン業務を⾏っていたが、トイレに⾏くため作

業場所を離席した後、作業場所に戻り椅⼦に座ろうとして転倒した事案

。これは、業務⾏為に付随する⾏為に起因して災害が発⽣しており、私

的⾏為によるものとも認められないため、業務災害と認められる。

業務災害と認められるためには、「業務起因性」「業務関連性」の２つが必要です。
労働者が、私⽤（私的⾏為）または業務を逸脱する恣意的⾏為を⾏ったこと等によ
る傷病等は、業務災害とは認められません。

出典︓厚⽣労働省「テレワーク導⼊のための労務管理等Q＆A集」※副業中のけが等の場合にも労災が適用されるようになりました副業中のけが等の場合にも労災が適用されるようになりました副業中のけが等の場合にも労災が適用されるようになりました副業中のけが等の場合にも労災が適用されるようになりました



The Adecco Group © August, 2016The Adecco Group templateThe Adecco Group templateThe Adecco Group templateThe Adecco Group template 10

3.テレワーク中の事故テレワーク中の事故テレワーク中の事故テレワーク中の事故 （②通勤災害）（②通勤災害）（②通勤災害）（②通勤災害）

＜通勤災害が認められる場合＞＜通勤災害が認められる場合＞＜通勤災害が認められる場合＞＜通勤災害が認められる場合＞
■従業員が勤務を⾏う目的で「家→サテライトオフィス→モバイルワーク→家」と寄り道なく移動している途中

、事故に遭った場合には通勤災害が認められる可能性があります。（中断・逸脱中またはその後を除く）

■移動中に業務を⾏う場合、モバイルワークとして通勤災害ではなく業務災害となる場合もある。

■午前中在宅勤務の後、出勤する場合で移動途中の⾃由が確保されている場合には、移動時間は休憩

時間となり、労災の適用外ですが、上司の指示等により出社する場合には労働時間として業務災害の対象

通勤災害とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所の往復や就業場所と次の
就業場所の移動等を、合理的な経路及び⽅法で⾏うこと等によって被った傷病等を
いい（業務の性質を有する場合を除く）、モバイルワークやサテライトオフィス勤務の
場合には、通勤災害が認められる場合もあります。
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4.手当や費用の負担手当や費用の負担手当や費用の負担手当や費用の負担（①機器の購入、IT費用、光熱費）

＜機器、作業用品の購入＞
会社が指定したPCその他の作業用品を従業員の負担で購入させる場合など、従業員に

費用を負担させる場合には就業規則に定めることが必要です。

（労働基準法第８９条５号）

＜IT通信費用、光熱費＞
⾃宅での通信費⽤や光熱費などランニングコストは、業務だけでなく私⽤にも利⽤するも

のであり、実費精算が難しい場合には、定額で手当として支給する方法もありますが、そ

の場合には就業規則に定める必要があります。なお、新しく手当を創設した場合には、割

増賃⾦の算定基礎に⼊れる必要があります。また⼿当は原則として課税扱いとなります。

テレワークに関する費用については、必ずしも会社がすべてを出す必要はありません。労
使でよく協議して費用の負担を決めることが必要です。労働者に費用負担させる項目が
ある場合には就業規則への定めが必要です（労働基準法第89条5号）
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4.手当や費用の負担手当や費用の負担手当や費用の負担手当や費用の負担（②通勤手当、交通費）

＜具体的な対応例＞
■賃⾦規程により通勤⼿当や交通費が「実費で⽀払う」「通勤に要する費⽤」等と規

定されていれば、運⽤で不⽀給とすることも可能。実費精算の場合には、在宅勤務か

否かがわかるよう勤怠管理することも必要。

■例えば６か⽉定期代相当額を前もって⽀払っていて、今後も在宅勤務継続の場合

には、各自で解約後払い戻しさせることも可能。

■通勤⼿当として定額⽀給を⾏っている場合などで⼿当を減額・廃⽌したい場合には、

就業規則の変更が必要。

テレワークの実施により、通勤自体がなくなる場合も多いことから、労使で十分協議し
た上、運⽤の⾒直しを検討することが必要です。
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5.就業規則・契約の修正（①テレワーク規程の作成）

項目 就業規則の変更が必要な場合

労働

時間

・新しい勤務体系（フレックスタイム制・みなし労

働時間制）を適用する場合

・休憩時間を⼀⻫に与えない場合

給与・

手当

・⼈事評価制度の新設・改定を⾏う場合

・通勤⼿当の⽀給基準を変更する場合や在宅勤

務手当等を新設する場合

服務

規律・

懲戒

・資料の持ち帰りルールや漏洩防⽌のための情報

管理⽅法を追加・変更する場合

費用

負担

・パソコンやその周辺機器について従業員所有の

ものを使用したり、通信費や光熱費等を従業員に

負担させる場合

✔単に働く場所が変わるだけであれば就業規則の変更は不要

既存の就業規則とは別にテレワーク規程を
作成する⽅法もお勧めです︕
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5.就業規則・契約の修正（②労働条件の明示）

The Adecco Group © August, 2016

労働者に対し就労の開始時にテレワークを⾏わせることと
する場合には、就業の場所としてテレワークを⾏う場所を
明示しなければならない。
※既存の労働者については努⼒義務（労働契約法第４条第２項）
※⾃宅以外の就業場所を「使⽤者の許可する場所」と定めることも可

✔労働基準法15条により雇⽤する際は、賃⾦や労働
時間、就業場所に関する事項を明示する必要あり。
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5.就業規則・契約の修正（③不利益変更）

テレワークの導⼊には、不利益変更に該当するかどうか微妙なケースも多い
テレワークの適用を会社が一方的に命じたり、許容したりする一方で、テレワークを
選択した労働者に対し、労働時間や賃⾦について不利益な条件を課す場合には、
不利益変更に該当する可能性があります。

就業規則の変更については、その変更が労働者にとって有利なものなら、⼀⽅的に
変更できますが、不利益となる場合には労働者の個別同意を取得するか、その変更
に合理性があることが必要です。
就業規則の変更によって労働条件を変更する場合には、（１）労働者に変更後の就業規則を周知

させること（２）就業規則の変更が労働者の受ける不利益の程度などを勘案して合理的であることが

必要です。（労働契約法第１０条）

出典︓末 啓⼀郎「テレワーク導⼊の法的アプローチ」（経団連出版）より要約

Point:不利益変更によるトラブルを回避するには、事前に従業員説明会を
実施するなど、労使の十分な協議が有効です。
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（ご参考）厚⽣労働省︓テレワークモデル就業規則

＜服務規律＞

→紙資料の持ち

出しを原則禁止す

る運用も可能です

→カフェなどでの情

報漏洩、機器の

紛失リスクは高い

ため詳細ルールを

規定しましょう
出典︓厚⽣労働省「テレワークモデル就業規則〜作成の⼿引き」
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（ご参考）厚⽣労働省︓テレワークモデル就業規則

→一部申請書提出の

運⽤例です。原則テレワ

ークとする場合には、申

請を省略することも可能

→テレワークの対象者を

限定している例

＜利⽤申請＞

＜対象者＞

出典︓厚⽣労働省「テレワークモデル就業規則〜作成の⼿引き」
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（ご参考）厚⽣労働省︓テレワークモデル就業規則

→テレワーク時には、業

務開始と終了時に業務

報告を義務化している

例

→在宅勤務時の時間

外・休日労働を原則禁

⽌する例。ただし、実際

に時間外労働を⾏った

場合にはその分の残業

代支払いは必要

＜時間外・休日労働＞

＜勤怠管理＞

出典︓厚⽣労働省「テレワークモデル就業規則〜作成の⼿引き」
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（ご参考）厚⽣労働省︓テレワークモデル就業規則
＜費用負担＞

→光熱費等は労働者の負

担としている例

→週４日以上のテレワーク

実施者には交通費を実費

精算とする例

→毎⽉定額の在宅勤務⼿

当を⽀給する例

＜通勤費＞

＜在宅勤務⼿当＞

出典︓厚⽣労働省「テレワークモデル就業規則〜作成の⼿引き」
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6.最低賃⾦の適⽤（都道府県別）

テレワークの場所

テレワークを⾏う労働者には、所属している事業場の
ある都道府県の最低賃⾦が適⽤されます。

✔

所属している事業場
の場所
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テレワーク社内ルールのまとめ

２．作業環境管理

３．テレワーク中の事故

４．手当や費用の負担

１．労働時間の把握 フレックスタイム制の導⼊・勤怠管理ツール・

PCログ・チャットなどの導入

セルフチェック・ハンドブックの配布・定期的な
面談による確認

就業場所の特定・移動の際の連絡

通勤費の実費精算・在宅勤務⼿当⽀給

5.就業規則・契約の修正 テレワーク規程の作成・就業場所の明示

➡

➡

➡

➡

➡

新しい社内ルール例



テレワーク派遣
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テレワーク派遣時の留意点

人材会社（派遣元）テレワーカー

派遣先の企業

＜就業場所の明示＞
緊急の場合は派遣契約書の就業

場所変更は事後的でも構いません

＜住所情報の取得＞
⾃宅住所の情報を得る場合には、

事前に派遣社員の同意を取得

雇用契約

＜職場巡回義務＞
電話やメール等により、就業

状況を確認できる場合には、

⾃宅まで巡回する必要はあり

ません
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厚⽣労働省︓新型コロナウィルス感染症に関するQ&A（抜粋）

The Adecco Group © August, 2016

改正新型インフルエンザ特別措置法に基づく緊急事態宣言が出されたこと等を踏ま

え、派遣労働者についてもテレワークの実施を⾏いたいが、労働者派遣法に関して

留意すべきことはありますか

Q

A1 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためには、テレワークが有効な対策の１つであり、派遣労働

者についても、派遣先が自ら雇用する労働者と同様に、積極的なテレワークの活用をお願いいたします（※）。

※ 派遣先での派遣労働者に対する指揮命令は、必ずしも対⾯で実施しなければならないものではありません。

業務の内容を踏まえ、テレワークによっても必要な指揮命令をしながら業務遂⾏が可能かどうか、個別にご検討

ください。

■派遣労働者に関しテレワークを実施するためには、就業の場所などについて、労働者派遣契約の⼀部変更を⾏

うことが必要になる場合があります。

（変更の例）

・ 令和○年○⽉○⽇付け労働者派遣契約と同内容で、○○株式会社は、□□株式会社に対し、労働者派遣

を⾏うものとする。ただし、就業の場所は、□□株式会社の△△事業所（テレワークを実施する場合には派遣労

働者の⾃宅）とする。

■この場合の契約の変更については、緊急の必要がある場合についてまで、事前に書⾯による契約の変更を⾏うこ

とを要するものではありません。ただし、派遣元事業主と派遣先の間で十分話し合い、合意しておくことは必要です

ので、ご留意ください。

A2
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「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」と「派遣先が講ずべき措置に関する指

針」では、派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者の就業の場所を定期的に巡回

することとされていますが、派遣労働者が⾃宅等でテレワークを実施する場合にも、自

宅等を巡回する必要がありますか。

Q

■ 「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」及び「派遣先が講ずべき措置に関する指針」に

おいては、派遣元事業主及び派遣先は、定期的に派遣労働者の就業場所を巡回することとして

いますが、これは、派遣労働者の就業の状況が労働者派遣契約に反していないことを確認するた

めのものです。

■派遣労働者に対して⾃宅等でテレワークを実施させるときは、例えば、電話やメール等により、就

業状況を確認することができる場合には、派遣労働者の⾃宅等まで巡回する必要はありません。

■ 派遣元事業主と派遣先との連絡調整も的確に⾏うことで、派遣労働者のテレワークが労働者派

遣契約に反せず適切に実施されるよう、必要な対応をお願いします。

A

これらはコロナウィルス対策としての緊急措置ですが、派遣労働者のテレワークに関す
る厚⽣労働省の姿勢を明確にしたものだと⾔えそうです︕
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✔派遣元・派遣先・派遣社員の三⽅の協⼒と理解のもとに導⼊可能

項目 必要な対応
対応の可否

派遣元 派遣先

1 在宅派遣規程の整備

・在宅規程整備

・在宅派遣のルールに違反した場合の措置

○

2 就業場所の変更

・「派遣労働者の居宅」とするなど追記が必要 〇 〇

3 就業場所の巡回
・例えば、電話やメール等により、就業状況を確認することができる場合には、派遣労働者の⾃

宅等まで巡回する必要はなし（厚労省⾒解）

○ ○

4 労働時間、休憩、休⽇管理

・ITツールの導⼊などにより、就業実態を適切に把握できるための労務管理（モニタリングを含

む）を⾏う（決められた就業場所、就業時間など、⾃⼰申告時間との乖離のチェック）

・中抜け時間、移動時間を含めた労働時間の申告方法・把握方法のマニュアル化

△ ○

5 交通費、通信費、光熱費、機

器等の負担

・会社間の負担については、派遣先と派遣元で協議の上、事前に決めておく

・派遣労働者の負担とする場合等は派遣元の規程で定める

○ ○

6 情報漏洩・機器紛失などの事

故

・派遣契約や覚書等、派遣先と派遣元で協議の上、事前に定めておく 〇 〇

7 労災、安全衛生面、ハラスメン

ト、業務評価

・派遣先での就業時と基本的に扱いに変更なし ○ 〇


